
○○○マンション防災計画（例）
令和　年　　月
渋谷区〇〇町
マンション名
令和　　年　　月
○○○マンション防災計画
１　目的
この計画は、震災等大規模災害発生時に居住者等が相互に協力し、災害に的確に対応する共助活動ができることを目的として作成された。
２　○○○マンションの概要
	所在地
	渋谷区

	階層
	地上　　階/地下　　階

	構造
	RC、SRC等記載

	世帯・居住者数
	世帯　　　　名（男　　人・女　　人）

	代表管理組合理事長
	号室　（氏名）　　

	管理会社
	株式会社　　


	消防用設備等
	　　

	エレベーター管理
	株式会社　　

	備蓄倉庫（場所）
	有・無（　　　　　　　　）

	このマンションの避難所
	小・中学校・区施設　　

	福祉避難所
	

	一時集合場所
	

	広域避難場所
	

	近隣の帰宅困難者一時受入施設
	

	AEDの設置（場所）
	有・無(　　　　　　　　　　)


３　マンション防災組織の編成
(1)　居住者自らが命を守り助け合うため、日頃から話し合い、救助・救出、
　　初期消火、避難、避難所運営などを行うため防災組織を編成する。
(2)　防災組織
ア　災害対策本部
震災等の大規模災害が発生した場合は、○○○に災害対策本部(以下
「対策本部」という。)を設置する。
　　イ　管理組合・管理会社等
ウ　各居住者

４　マンション防災組織の役割
(1)　対策本部
対策本部は、大規模地震などの災害に備え、防災計画の作成・修正、備
蓄の推進や安全点検、防災訓練等により防災意識を啓発する。また、発災
に際しては、組織機能ごと、情報収集、二次災害防止、避難誘導、負傷者
対応や衣食住に関し総合的に調整、統制を行い、居住者の安全を確保する。
(2)　 管理組合等
マンションの管理・運営に関し、対策本部と協力して、防災計画の作成
等の平素の準備を行うとともに、発災時は対策本部と一体となり、必要な
活動を行う。
(3)　各居住者
各居住者は、在宅避難を第一とし、各戸で個人備蓄、家具類の転倒防止
対策等を行い、自らの生命・身体を守るものとし、対策本部を設置した場
合には、その指示に従い行動するとともに、積極的に参加する。
５　事前の防災対策
(1) 災害時、命や財産を守るためには、まず個人備蓄を主軸とした自助努力
が重要であり、「自分の命は自分で守る」という意志をもって、災害に備
えて準備する。
(2)　マンションの管理者は、掲示板や会議などを利用して住民に自助の取り
組みを啓発・推奨する。
 (3)　居住者等の食料等の備蓄
　　ア　耐震基準を満たしたマンション等は、倒壊の危険性が低く、被害が軽
微であれば在宅避難が可能であるため、備蓄品の準備が重要であり、特
に、高層階に住んでいる場合、エレベーターが使用できず高層難民と
なる可能性があるため十分な準備を行う。
　　イ　備蓄品は最低でも３日分、可能であれば１週間分用意する。
ウ　居住者等の生活状況に応じて必要な食料等(粉ミルク・おむつ等)の準
備に留意する。
　　エ　断水に備え、簡易トイレの準備を確実に行う。

 (4)　管理組合等の備蓄
ア　管理組合は、居住者等の３日分の食料及び飲料水、携帯トイレ等を以
下のとおり備蓄し保管する。(備蓄倉庫等を活用する場合)
	物資名
	個数
	保管場所
	備　考

	
	
	
	○日分

	
	
	
	○日分

	
	
	
	○日分

	
	
	
	


イ　管理組合等の防災用資器材の確保・保管
　　　　管理組合等は、必要な防災資器材を備蓄する。
	資器材名
	個数
	保管場所
	備　考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(5)　家具の転倒防止等の安全対策
大規模な地震においては、固定していない家具の多くが転倒・移動する
ことが予期される。特に、高層マンションでは、建物全体がゆっくりと、
長く、大きく揺れることがあり（長周期地震動）、高層階になるにつれ、地
上よりも揺れが大きくなる場合がある。各居住者は、倒れたり移動したり
する恐れがある家具を固定し、家具のガラス部分や窓ガラスにはガラス飛
散防止フィルムを貼る等の安全対策を行う。
(6)　避難先の確認
マンションが安全な場合は「在宅避難」が基本であるが、火災などで自身
に危険が及ぶ恐れがある場合は、速やかに「一時集合場所」や「避難場所」
に避難する。その後、火災や倒壊などによって、マンションに住み続けるこ
とが難しくなった場合は、事前に避難できる先がないか確認をしておく。
それらが難しい場合は、○○避難所（○○小学校）に避難する。
(7)　家族等での事前の認識共有
災害が起きた場合の行動の準拠（安否確認方法、避難経路、合流場所、
避難場所など）を、家族等で共有しておく。都外に分散避難する場所も明
確化する。
(8)　防災訓練、点検の実施
　毎年マンション内での防災訓練を定期的に実施する。
イ　防災訓練実施後は、各班の検証を行い、必要に応じて防災計画の見直

　し及び情報の更新などを行う。

ウ　情報伝達訓練、消火訓練、避難誘導訓練、本部机上訓練、備蓄点検訓
練、炊き出し訓練、トイレ実習訓練、倉庫点検、防災講話の受講、要配
慮者対応訓練などの必要な訓練を実施する。
６　災害対策本部
 (1)　編　成


※　複数の棟で構成されているマンションは、上記編成を「全般災害対策本
部」や「○○マンション災害対策本部」などとし、各棟は必要に応じ、
「○○棟災害対策本部」等として棟ごと編成し、全般の災害対策本部の指
揮に従う。
(2)　対策本部組織の役割
	
	初動活動
	被災生活期（２日目以降）

	本部長
副本部長
	全活動状況の把握及び各班への指示

	総務
情報班
	・本部機能
・情報収集
・本部長の補佐
	・同左
・必要により近隣住民対応

	防火
安全班
	・初期消火
・二次災害防止
	・防火管理
・二次災害防止

	誘導・
救護班
	・必要により住民避難
・負傷者対応
	・同左

	給食
物資班
	・衣食住に関すること
・必要により負傷者対応
	・衣食住に関すること

	フロア
マネー
ジャー
	・各階ごとの代表
	・同左


(3)　対策本部の要員
	本部長
	号室　（氏名）
	―

	副本部長
	号室　（氏名）
	―

	総務
情報班
	班長
号室　（氏名）
	号室　（氏名）　　号室　（氏名）
号室　（氏名）　　号室　（氏名）

	防火
安全班
	班長
号室　（氏名）
	号室　（氏名）　　号室　（氏名）
号室　（氏名）　　号室　（氏名）

	誘導・
救護班
	班長
号室　（氏名）
	号室　（氏名）　　号室　（氏名）
号室　（氏名）　　号室　（氏名）

	給食
物資班
	班長
号室　（氏名）
	号室　（氏名）　　号室　（氏名）
号室　（氏名）　　号室　（氏名）

	フロア
マネー
ジャー
	階　
	号室　（氏名）　　号室　（氏名）

	
	階　
	号室　（氏名）　　号室　（氏名）


※　対策本部要員が不在の場合や人員が不足する場合は、在宅者等が積極
　的に対策本部に加わり支援する。
　　※　複数の棟で構成されているマンションで、各棟に編成する場合、
　　　「○○棟（副）本部長」「○○棟総務情報班」等と区分する。
７　情報連絡
(1)　マンション居住者等の安否確認
ア　居住者等の安否確認・支援体制の確立
管理組合は、災害時の安否確認及び援助等を目的として、各戸ごとの
名簿を作成する。
高齢者等で災害時に援助が必要な居住者については、持病、常備薬、
緊急時の連絡先、区の災害時要援護者名簿登録の有無等を記載する。
イ　職業、資格、技術等により援護者となれる居住者等は、積極的に対策
本部へ情報提供し、○○班に協力して要援護者の支援を行う。
ウ　管理組合は、平常時においてもマンション内で要援護者等の見守り活
動を行い、高齢者、要援護者等に異変があった場合には関係する区役所
の所掌課への通報を行う。
エ　管理組合で作成した名簿は、○○○○に保管し、○○○が責任を持っ
て厳重に管理する。
(2)　居住者等の安否確認等の報告
　　居住者等の安否確認作業が完了した場合には、当該地域の○○避難所に開
設する災害対策本部に建物の被害状況や居住者等の安否等を報告する。
８　防火安全
 (1)　管理組合等
　　　平素は、管轄消防署等の関係機関と連携し、適切な防火管理に努める。
発災時は、必要な時期、場所における安全確保、特に子供、女性、高齢者
の安全確保に留意する。

 (2)  各居住者
　　ア　平素から、消火器等の設置や居室内での火災発生防止のための点検を
行い、発火の防災を図る。　
　　イ　消火器や消火栓の取り扱いに習熟するため、対策本部の実施する訓練
に参加するとともに、積極的に近隣地域の防災訓練に参加し、初期消火
能力の向上を図る。
　　ウ　発災時に整斉と避難するため、避難器具周辺や避難経路上に物を放置
しない。

９　避難誘導・救出救護
(1)　避難所への避難
当該マンションが発生した地震等で居住することが困難と判断した場
合又は、二次災害等の恐れがあると判断した場合は、指定された○○避難
所へ避難する。

  (2)　エレベーター内閉じ込め対策
ア　エレベーターの地震発生時対応機能
	Ｐ波感知型地震時管制運転装置
	有　・　無

	停電時自動着床装置
	有　・　無

	リスタート運転機能
	有　・　無


イ　エレベーター内に閉じ込められた場合に備えて、非常用備蓄キャビ

ネットを各エレベーターに配置し、定期的に内容等について点検を行う。

ウ　エレベーター保守業者の連絡先
	会社名
	

	住所　電話番号
	


(3)　負傷者の救出・救護
　 ア　応急救護所の開設
　　　 必要に応じ、○○に応急救護所を開設する。

　 イ　負傷者が発生し、消防機関による救急搬送ができない場合
　　　 ○○に負傷者を集め、担架等の各種手段を活用して、○○病院へ搬送
する。
10　物資供給
(1)　管理組合は、配給が必要となった場合、対策本部が決定し、要援護者を
考慮して○○班が公平に配給する。
(2)　居住者等の備蓄物資が不足した場合は、○○避難所から○○班が必要物
資の補給を行う。
11　地域との連携
(1)　管理組合等は、震災時に地域の町会と連携・協力体制を確立するため、
平時から○○避難所防災訓練や町会等が行う防災訓練等に積極的に参加す
る。この際、居住者に対する周知により、多くの参加を期す。
(2)　震災等が発生し、対策本部が当マンションに余力があると判断した場合
には、地域の活動に協力する。
(3)　平素から、地域住民との関係を構築するため、地域のイベント等に積極
的に参加するとともに、マンションで企画するイベントにも地域住民を積
極的に参加できるよう企画する。
12　防災計画の見直し
(1)　この計画書は、周辺環境の変化、住民意識の変革等にあわせて、逐次に
修正するものとする。
 (2)　上記にかかわらず、年に１回は見直しのための会合等を開催し、検討し
て、必要応じて見直しを図るものとする。

13　その他
　　この計画書に定めのない詳細な事項については、管理組合として別に定めることができる。
令和　　年　　月　　日
○○○○○管理組合
理事長　　　　　　　　　　印
令和　年　　月　　日施行
●使用方法


この防災計画の一例を参考にして、居住するマンションの特性に応じた防災計画を作成しましょう。


まず、空欄に自分のマンション名等を埋め込んで、本文を具体的に書き換え・修正をすると作業が進みます。特に、家具転倒防止と個人備蓄の徹底、初期消火、基礎的訓練の実施及び地域と連携は、防災活動の基本となるものです。


マンションの構造、居住者数、分譲・賃貸マンション、管理人の有無等それぞれの特性に合わせて無理のない計画を作成し、訓練により課題となった事項を具体的に加筆修正すると、実効性の高い計画へと進化します。
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